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○佐々木謙二議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。

よって、ただいまの出席議員は定足数に達して

おります。 

 なお、安部嘉徳選挙管理委員会委員長から、

本日の会議を欠席させてほしい旨の届け出があ

り、許可いたしましたので、ご報告をいたしま

す。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

３号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○佐々木謙二議長 日程第１、市政一般に関する

質問を昨日に引き続き行います。 

 

 

 髙橋孝夫議員の質問 

 

 

○佐々木謙二議長 それでは、順次ご指名いたし

ます。 

 順位６番、議席番号10番、髙橋孝夫議員。 

  （10番髙橋孝夫議員登壇） 

○１０番 髙橋孝夫議員 おはようございます。 

 今はあらしの前の静けさでしょうか。強い台

風というふうに言われている９号がきょうの昼

ごろには山形県に 接近するそうです。収穫を

間近に控えた農作物に被害が出ないように、そ

して市民生活に影響が出ないように、できれば

さっと過ぎていただきたいと思っておるところ

です。質問もさっとします。 

 私は、市民生活の向上と長井市の行財政運営

が誤りなく展開することを願いながら質問を行

います。通告をしております２点について順次

質問申し上げますので、明快な答弁をいただき

ますようにお願いをしておきたいと思います。 

 質問の第１は、市財政の今後についてです。 

 平成19年度を財政危機脱出元年と位置づけさ

れ、各種の取り組みが展開されてからもうすぐ

半年を迎えようとしています。さまざまな取り

組みや検討が積み上げられていると思います。

私は、１つは将来に向かって住民負担の増大に

つながらない方向での検討と、２つは市民の意

識がお金がないから何もやれないという消極的

な方向に向かないような配慮、そして３つは職

員がやる気をなくさないで住民生活の向上のた

めに頑張っていこうとする前向きな姿勢を堅持

できるような内容でまとめていただきたいし、

何よりも市民全体が理解と納得できる内容での

検討を願う一人です。その意味で、ぜひ今後も

頑張っていただきたいと思います。以下、項目

に沿って質問いたします。 

 第１点目は、平成18年度決算から学ぶものは

何かについて伺います。 

 私は、平成19年度予算編成や平成19年度を財

政危機脱出元年と位置づけなければならなかっ

た要因の１つは平成18年度予算の編成と執行に

あると、これまでも申し上げてまいりました。

この考え方は今も変わっておりません。特徴的

に申し上げれば、１つは、当初予算編成の段階

で実態にそぐわない不完全な内容での試算に基

づく過大な歳入の見積もりをそのまま計上して

しまったこと、２つは、その事実が課税段階で

明らかになっていたにもかかわらず、それへの

対応が結果的には年度末までなされなかったこ

と、３つは、結果として当初計画されていた諸

事業などが財源がどうなるかの検証もないまま
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に展開されてしまったこと、４つは、そればか

りか、昨年末には新たな事業であるまちづくり

ファンドなるものに新たな支出までなされたこ

と、そして５つは、８月段階で議会にも報告さ

れていた、このような事態を見過ごしてしまっ

たことだと私は考えています。 

＋ ＋

 そしてその結果は、１つは、平成18年度決算

で赤字を出さないために極端な締めつけを行わ

ざるを得なかったという状況を生んだこと、２

つは、歳入欠陥を埋めるために、これまで大変

な中で積み上げてきた財政調整基金をほぼ全額

取り崩さなければ赤字を解消できない状態に陥

ったこと、３つは、平成19年度予算編成では18

年度の決算剰余金を見込むことができない事態

となり、結果として７つの基金からの繰入金３

億4,900万円を繰りかえ運用せざるを得ない状

態に陥ったこと、そして４つは、そればかりで

なく、市長、副市長、議員、特別職、職員の報

酬や給与、そして手当のカットや各種補助金や

交付金の削減、市民サービスの切り下げなどを

次々と展開しなければならない事態となったこ

と、５つは、今後の対応策を検討するために新

たな室を設け、ただでさえ人員不足という状況

にもかかわらず、そのために多くの職員を投入

せざるを得ない事態となったこと、そして何よ

りも市民にまたぞろ財政難で多くの心配と不安

や失望感を抱かせ続けていることなど、多くの

混乱を引き起こしてきたと感じます。 

 示されております平成18年度一般会計の決算

は、収入済額107億192万3,000円、支出済額105

億4,341万6,000円となり、差し引き残額１億

5,850万7,000円で、繰越明許費繰越額23万

8,000円を差し引いた１億5,826万9,000円が翌

年度に繰り越す財源として決算を終了したとい

うことになりました。 

 しかし、申し上げましたように、１つは財政

調整基金9,500万円を取り崩さなければならな

かったこと、２つは雪が少なかったことから除

雪経費が縮減されたことなどがあった結果こう

いう決算となったことを忘れてはならないと思

います。このようにちょっとした蓄えがあった

ことと降雪量が少なかったことがなければ、ま

さに平成18年度一般会計決算は赤字となったこ

とは明らかです。これが平成18年度の一般会計

決算の実態であると私は感じます。 

 このことは、今月３日の市長提案で、「平成

18年度は平成13年度から実施してまいりました

行財政改革推進計画も前年度においておおむね

所期の目的を達成し、ようやく投資的事業にも

目を向けた予算としたところでありましたが、

国の三位一体の改革による国庫補助金の削減及

び地方交付税の見直しがあったほか、市民税の

増加以上に固定資産税で落ち込みが見られたこ

とから、基金の一部取り崩しを行うなど、結果

としては例年以上に厳しい財政事情となりまし

たと言われている」ことからも明らかです。 

 私はまさにこの平成18年度一般会計の予算編

成とその後の行財政執行は極めて問題の多いも

のだったと感じます。そして、この18年度の予

算編成とその後の執行こそが以降の混乱と申し

上げましたような事態を生んでいると感じます

が、市長はどうとらえておられるのか、お聞か

せをいただきたいと思います。 

 さらに私は、平成18年度予算は、１つは、平

成13年度から17年度までの行財政改革の成果を

示すことが必要だったと思われること、２つは、

そのために、市長が提案説明でも触れておられ

るように、投資的な事業を展開する上でどうし

ても歳入を膨らませる必要があり、そのために

過大な固定資産税や個人住民税を見積もり財源

として計上したのではないかと考えます。いわ

ば改革の成果を強調するために、それまで抑制

してきた事業を展開するという手法を半ば強引

にとってきた結果ではないか、私にはそう思え

て仕方がありません。 

 13年度から17年度までの行財政改革をしなけ
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ればならなかった主な要因は、起債返済、いわ

ゆる公債費負担がピークを迎える時期を乗り切

るための手法であったと私はとらえてきました。

それはまさに市民全体の協力をいただく中で乗

り切ることができたわけですが、しかし根本的

な財政好転を生んだものではないにもかかわら

ず、申し上げましたような市税を過大に見積も

りながら歳入を膨らませ、諸事業を無理に展開

したことが今日的な事態を生じしめたと私は思

いますし、こういったことは今後繰り返しては

ならないことと思います。 

＋

 市長はこのことも含めてどう感じておられる

のか、また平成18年度決算から学び今後に生か

さなければならない課題は何にあると考えてお

られるのか、お聞かせいただきたいと思います。 

 第２点目は、実質公債費比率の今後について

財政課長に伺います。 

 平成18年度から始まった、この財政指標の一

つは、しかし昨年度は大きな衝撃を与えました。

長井市は27.7％となり、全国で11位、東北で３

位、そして県内でも２位ということで騒がれた

ことは記憶に新しいと思います。平成18年度は

26.7％となり、1.0ポイント下がっているとい

うことになりました。 

 昨年からの財政課長の説明をまとめてみます

と、１つは、長井市が27.7％という高い率にな

ったのは平成15年度から平成17年度までの公債

費負担が も高くなっていた時点をベースとし

た実質公債費比率であり、高くなって当然とい

う結果となったものであること、２つは、以降

は公債費負担のピークを過ぎてくるので年度を

追うごとに実質公債費比率は下がっていくと見

ていること、３つは、しかし、下がる傾向にあ

るものの、20％を切り、国が基準としている

18％を切るのは相当の努力が必要と考えている

こと、そしてその対応策は、１つとして年度間

の財政調整を活用した繰り上げ償還や行財政改

革の効果額を財源とする繰り上げ償還の実施、

２つとして新発債の抑制で、具体的には建設事

業費を調整しながら新規に発行する市債の抑制

を図ること、３つとして公営企業に対する繰出

金の削減を図ること、４つ目は元利償還補助と

して設定している債務負担行為を前倒しできな

いかの検討を進めていくことということになる

と思います。 

 私は、この実質公債費比率は確かに財政指標

の一つですが、決して軽いものではないと感じ

ています。特に今後の自治体の財源調達の際の

大きな指標の一つとなってくることや、さらに

は今日のように高率で推移するとするならば、

それを引き下げるための適正化計画を自治体が

議会で議決した上で国に提出しなければならな

くなるということになり、いわば国による指導

の対象自治体となってしまうことを考えなけれ

ばなりません。だとするならば、この財政指標

については真剣に向き合っていくことが求めら

れると感じます。 

 ８月21日の全員協議会での財政課長の説明で

は、「今年度からは昨年度とは異なり、債務負

担行為の利子負担部分だけが該当となっていた

ものが、新たに元本も加えられることとなった

ことから、予定していた実質公債費比率の下げ

幅が少なくなった」という内容の説明がありま

した。私はさらに厳しくなったのかと感じたと

ころです。 

 そこで、財政課長に伺います。１つは、今回

の改正で長井市にとっては具体的にどの部分が

新たに対象となってくるのか、２つは、その影

響はどの程度のものなのか、３つは、その結果、

昨年示した実質公債費比率の今後の推移はどの

ように試算しておられるのか、４つは、今後の

対応策はどう考えておられるのか、以上４点に

ついて考え方をお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 第３点目は、繰越金の取り扱いについて伺い

ます。 
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 平成18年度一般会計決算では、申し上げまし

たように、歳入から歳出を差し引いた額が１億

5,850万6,724円であり、それから繰越明許費繰

越額23万8,000万円余りを差し引いた１億5,826

万9,000円余りが翌年度に繰り越すべき財源と

なっていることはご案内のとおりです。私は、

この翌年度への繰越金の取り扱いは大事になっ

てくると考えています。 

＋ ＋

 本年３月定例会での藤原議員の一般質問に対

する財政課長の答弁を引用させていただきたい

と思います。財政課長は次のように答弁されて

います。 

 綱渡りの財政運営を行うに至った原因と経過

でございますが、私なりに考えておりますこと

の一つは、何といっても昭和50年代から実施し

てまいりました集中的な社会資本整備によって

公債費が高い水準で推移していることが挙げら

れると思っております。あわせて、ソフト面で

もぎりぎりの歳出予算を編成しながら市民の福

祉向上を図ってきたことが財政運営として綱渡

りの状態であるということにほかならないと思

っているところでございます。例えば、私自身

もこれは反省しなければならないことではない

かと思っておりますが、地方財政法の第７条で

は、各会計年度において歳入歳出の決算剰余金

を生じた場合には当該剰余金の２分の１を下回

らない金額を翌々年度までに積み立て、または

償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源

に充てなければならないというふうに規定され

ているわけですが、本市の場合、近年このよう

な処理をしたことがないのではないかと思って

おります。言いかえれば、前年度の決算剰余金

まで当てにしていかなければならないような財

政運営が以前から続いていたのではないかとい

うことでございます。その結果、財政調整基金

であるとか減債基金の枯渇状態が続いているわ

けでございまして、今年度のような財源不足を

補てんするためには特定目的基金の繰りかえ使

用という手法を選択せざるを得なかったという

ことが実態だというふうに思っているところで

ございますという内容の答弁をされているわけ

です。 

 私は、この財政課長の答弁を聞いて、あっと

思いましたし、すぐに調べてみたところですが、

確かに地方財政法第７条にはそのとおりの記述

があり、なぜこれまでこういった基本的なこと

を考えなかったのかと不明を感じたところです。 

 今月３日の代表監査委員による決算審査意見

書にも、このことは次のように触れられていま

す。「財政調整基金は9,500万円取り崩したこ

とにより、本年度末残高は560万7,000円と県内

他市町村に比べてもけた違いに枯渇している。

このことは地方財政法の翌年度以降における財

政状況をも考慮して健全な財政運営を行わなけ

ればならないとする規定の趣旨を損ないかねな

い状況であり、早急に改善しなければならない

課題である」と指摘されています。 

 そこで、市長に伺います。私は、本年３月定

例会での財政課長の答弁や申し上げました決算

審査意見書での指摘は極めて正しいし、地方財

政法第７条の規定に沿った対応をすることが本

当に大事なことと感じます。確かに財政事情は

厳しいわけで、前年度の繰越金を当てにしない

と運営が難しい状況にあることは認識をしてい

ますが、しかし、だからといってこれまでのや

り方を続けていくことはできない事態に直面し

ていると私は思います。財政健全化を進める上

で、地方財政法第７条で規定している当該剰余

金の２分の１を下回らない金額は無理でも、そ

れに近い金額は後年度のために、あるいは市債

の繰り上げ償還の財源とするために財政調整基

金などにきちんと積み立てを行っていくことが

必要と考えますが、市長の考え方をお聞かせい

ただきたいと思います。 

 第４点目は、交付税制度の考え方について伺

います。 
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 平成19年度の普通地方交付税が確定したとい

うことで、一般会計補正予算に計上されている

ことはご案内のとおりです。長井市の場合は当

初予算で見込んだ36億6,530万円よりも5,027万

4,000円多い37億1,557万4,000円という額にな

っています。当初の見込みよりも多く交付決定

されたことに正直ちょっと安堵感を覚えたとこ

ろです。 

 ８月21日の全員協議会で、財政課長から今年

度の地方交付税の確定に伴う説明を受けました。

これまでの地方交付税とは異なり、新型交付税

制度が一部スタートしたこと、そして頑張る地

方応援プログラムに係る増加需要額総括表も提

示されたことは耳新しいと感じたところです。 

＋

 私は、新型交付税制度についてはまだ不勉強

であり、その内容についてはわからないところ

が多く、残念ながら今回は議論できる状況には

ありませんから後日に譲らざるを得ませんが、

今年度の新型交付税は基準財政需要額ベースで

５兆円規模とされ、来年度以降３年間で15兆円

が新型交付税へ移行されることになっているが、

今後はほかの経常的経費の行政費目にも非義務

的経費があり、これらも移行対象になってくる

ために、単位費用、各種補正のあり方など、難

しくなってくることが予想され、算定方法の簡

素化に逆行することが懸念をされるという指摘

もされていることを考えれば、今後注視してい

かなければならない内容だと感じています。 

 今回私が申し上げたいのは、もう一つの頑張

る地方応援プログラムの中に示されている行革

の実績を示す指標として歳出削減の取り組みに

要する経費がカウントされたという内容につい

てです。いわゆる態容補正１の行革インセンテ

ィブと呼ばれているもののようです。いわば地

方で行財政改革を実施し成果を上げた場合は、

その経費の一部を交付税にカウントするという

内容のものであり、私の記憶では、２年ほど前

から実施されてきたものと思います。目黒前市

長がかつて言われた「行革を一生懸命やってい

る自治体には交付税の加算をすべき」というも

のの具体化であり、議会でも一部議員の質問に

も出ていた内容のものと受けとめています。私

が心配をするのはこういったたぐいの、いわば

地方交付税のおまけのような内容のものに今後

も拘泥し、おまけが欲しいばかりに各自治体が

行政改革と称するものに振り回されはしないか

という点にあります。 

 ご案内のように、地方交付税制度は地方財源

保障制度の主体であり、国税である所得税、法

人税、酒税、消費税及びたばこ税の一定割合を

その財源とし、地方公共団体がひとしく合理的

かつ妥当な水準で自主的にその事務を遂行し財

産を管理することができるように必要な経費

（基準財政需要額）と標準的な状態において徴

収が見込まれる税収額（基準財政収入額）を算

定し、収入が経費に不足する場合に、その差額

を国が交付する税をいうとされ、国は地方交付

税の交付に当たっては条件をつけ、または使途

を制限してはならないものとされ、地方公共団

体の自主性を確保しつつ、その財源の均衡化を

図り、行政の計画的運営を保証することによっ

て地方自治の本旨の実現に資するとともに、地

方公共団体の独立性を強化することを目的にし

ているというものであります。しかし近年は、

こういう地方交付税本来のあり方からはかけ離

れた状況となっていることもご案内のとおりで

あります。 

 国税の収入が空前の増収となった現在もこの

ような状態は続けられており、三位一体の改革

などにより国と地方の税財源の移譲があったも

のの、依然として地方税の増収を見込めない地

方自治体は財源難にあえいでいるというのが実

態であることは長井市の状況を見ても明らかで

す。私は、平成19年度で地方財政計画の規模が

６年連続で削減されている状態をこれ以上続け

ていくことは大変な事態を招くと感じます。そ
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＋

の意味で、本来の地方交付税制度の趣旨に立ち

返らせることこそ必要なことであり、地方はそ

のために大きな声を上げていくことが求められ

ていると思います。目先のおまけに飛びつくの

ではなく、本来のあり方に戻すために力を注い

でいくことこそ大切なことと考えますが、市長

の考え方と決意をお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 第５点目は、当初予算ですべて計上されてい

るのかという点について財政課長に伺います。 

＋ ＋

 ３月定例会の当初予算の説明では、「平成19

年度予算編成は、歳出で経常的な経費を含めて

必要なものはすべて当初予算に計上した」とい

うものであり、これまでとは基本的に異なった

内容の予算編成となったと感じたところです。

したがって、以降の補正予算については新規の

事業とか、あるいは突発的な内容に関する事項

が中心になってくると考えていたところです。

しかし、９月定例会に上程された補正予算の中

にはそういう当初の説明どおりではない内容の

ものがあるようですし、過日の総務・文教委員

会協議会の折の説明でも「当初予算に要求した

が認められなかった」という説明をお聞きした

ところです。 

 私は、当初の説明と異なる状況が出てきたこ

とになかなか整理がつけられません。もう一度

当初予算に計上した内容を整理していただきた

いと思います。具体的に計上したのはどの部分

で計上できなかったものは何なのか、財政課長

から明らかにしていただきたいと思います。 

 質問の第２は、置賜広域行政事務組合の余熱

利用施設の建設についてです。 

 ９月定例会に議案第67号 置賜広域行政事務

組合規約の一部変更についてとする議案が提案

されています。これは置賜のごみ処理施設を１

カ所に統合するという方針が決まり、その処理

施設建設場所を高畠町にお願いしたことから、

高畠町が余熱利用施設として圏域の振興、発展

が図られる施設、例えば園芸またはスポーツ用

ドームを建設するものとし、地方拠点法による

整備を図ることを求めたことにより、以降紆余

曲折はあったものの、ようやく屋内プールとパ

ークゴルフ場２面を整備することとなり、その

財源に充てるために、これまで積み立てを行い

利子分で活用を図ってきた置賜広域ふるさと市

町村圏基金10億円のうち４億5,000万円を建設

整備資金に充てるというものということです。

私は、10年以上もかかった懸案事項がようやく

実現できる運びとなったことは前進であると感

じています。 

 そこで、市長に伺います。１つは、置賜広域

行政事務組合の広域交流拠点施設である余熱利

用施設の建設整備事業費に置賜広域ふるさと市

町村圏基金を約半分取り崩して事業費の一部に

充当するという決定に至った経過について明ら

かにしていただきたいと思います。いただきま

した資料によりますと、建設整備事業費は総額

10億円とし、そこから平成16年当時の前計画に

支出した額3,400万円を差し引き、今回の事業

費総額を９億6,600万円とし、起債に係る償還

期間の利子相当分5,500万円を引いた実質の事

業費総額を９億1,100万円としたこと、そして

事業費総額の財源内訳は、起債が３億3,000万

円、市町村分担金が１億2,000万円、余熱利用

施設整備基金が1,100万円、ふるさと市町村圏

基金取り崩しが４億5,000万円ということにな

るようです。この市町村分担金は構成する３市

５町で負担することになるようですが、長井市

の分担は幾らになり、いつの時点で負担するこ

とになるのかについても明らかにしていただき

たいと思います。また、この分担金の負担には

施設の利用割合が加味されているのかいないの

かについてもお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 次に、この余熱利用施設の後年度の負担につ

いてはどこまで明らかにされているのかについ
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て伺います。第１は、この施設は将来にわたっ

てずっと継続されていくものなのか、あるいは

今回建設して以降、老朽化し、使用にたえない

という状況になれば更新はしないという内容の

ものなのかどうか、理事会の中ではどういった

確認がされているのか、お聞かせをいただきた

いと思います。第２は、仮に将来にわたって継

続をしていくということになれば、将来必ず建

てかえという事態が想定されるわけですが、そ

の際の事業費はどういう手法で捻出する考え方

なのか、理事会での確認はどうなっているか、

お聞かせをいただきたいと思います。第３は、

今後大規模な改修や修繕などが必要になった場

合に要する費用負担は具体的にどこが負うこと

になるのか、第４は、以降の維持管理に係る経

費の負担額はどのように計画されているか、そ

してその負担割合はどういう確認になっている

か、それぞれこれまでの理事会での確認内容を

お聞かせいただきたいと思います。 

 私は、今回提案されている議案は単に余熱利

用施設を整備するために基金を取り崩すための

ものということだけでは判断できない内容があ

ると考えています。８月31日付広報ながいでは、

「シリーズ財政危機脱出元年⑥」の中で、施設

の維持と管理、運営についての検討事例が紹介

されています。その中では、施設の維持管理、

運営経費が高額となっていること、そして今後

発生する修繕費用を考えれば、財政を圧迫する

大きな要因となりますと触れています。私は、

市民生活に潤いと、そして利活用が図られ、市

民の健康増進や医療や介護の予防に役立つもの

であれば、相応の負担は当然にして設置主体が

負うものであると考えていますし、広報ながい

で言う指摘は全部に当てはめることはできない

と思っています。しかし、現実に広報ながいで

触れているような負担の実態は見過ごすことも

できないとも感じます。私たちが判断しなけれ

ばならないのは、将来にわたる各種費用負担が

どうなるのか、その際の長井市の負担はどうな

るのかを明らかにした上で市民に納得してもら

える内容であるのかどうかということにあると

私は思います。少なくとも、現時点ではその判

断材料は示されていないと私は感じます。この

間の理事会の確認など、具体的にお聞かせをい

ただきたいと思います。 

 以上で壇上からの質問を終わります。ご清聴

ありがとうございました。（拍手） 

○佐々木謙二議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 おはようございます。髙橋孝夫

議員の質問にお答えいたします。 

 まず 初に、髙橋議員からは、市財政の今後

について、また置賜広域行政事務組合の余熱利

用施設の建設についてと、この２点につきまし

て、細部にわたり、まことに的確なご質問をい

ただいたということで感謝申し上げたいという

ふうに思います。 

 まず 初に、平成18年度決算から学ぶべきも

のは何か、混乱の原因は18年度予算編成と執行

にあるのではないかということについてお答え

申し上げます。 

＋

 私も、このような事態を招いたということに

ついては、平成18年度の予算編成当時、市議会

議員として賛成しておりましたので、そういっ

た意味からは、今振り返って考えますと、まず

１つは、平成17年度の11月に示されました財政

の中期展望について、もう既に18年度がマイナ

スだったと、そして５カ年間で約23億円ぐらい

のたしか財源不足が生じるというような中身が

ございました。また、改めて平成18年度の予算

編成方針を見てみますと、まことに厳しい予算

編成の方針だったわけでございます。そんな中

で、なぜこの状況を見過ごしてしまったのかと、

なぜもっと議論を深めなかったのかといった意

味ではまことにじくじたる思いでございます。

その意味では、この議場で今さら前任者を批判

するつもりは全くございませんが、客観的に見
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て、髙橋議員のご指摘のとおりと、やはり混乱

の原因は18年度予算の編成と執行にあったと、

今の時点で私も考えているところでございます。 

＋ ＋

 幸いにも、平成18年度の決算につきましては

職員の大変な努力と、それから各方面からのご

協力によりまして何とか赤字決算は回避されま

した。これは非常に幸運だったなというふうに

思っておりますが、しかしながら、平成19年度

の予算編成において、また今執行しているわけ

でございますが、特に19年度については自立計

画の見直ししているわけでございますが、極め

て困難な状況でございます。果たして19年度の

財源不足の部分、今現在では４億6,000万円ほ

ど想定されるわけでございますが、これをどの

ようにして回避するのかと、行財政改革だけで

はかなり厳しい状況にあるなというふうに思っ

ておりますし、またそれを進めていく過程で非

常に残念だったのは、「平成18年度からは長井

市の財政状況も普通の市町村並みになるんだ」

ということがまず一般市民はもちろんのこと、

市の職員ですらそういうふうに思っていた職員

が非常に多かったと、これをまずそうじゃない

んだと、市の現実をしっかりとした形で情報公

開すること、これが特に財政というのは難しい

わけでございますので、どのように市民にご理

解いただくということに腐心している状況であ

るというふうに思います。 

 以降、議員からいろいろ質問いただいたこと

について順次お答えしてまいりますが、平成18

年度の財政運営上の窮状については、ただいま

申し上げましたように、歳入の市税や普通交付

税が結果として過大な積算になってしまったこ

とにより 終的に当初予算に対して市税では１

億1,610万円、普通交付税では、臨時財政対策

債も含めますと4,790万5,000円の減額補正をし

なければならなかったことが大きく影響したも

のであると認識しております。このうち市税に

つきましては、地方財政計画や歳出予算規模と

の関係もあり、査定段階での甘さがあった感が

ございます。普通交付税については、昨年５月

に行われた起債の統一ヒアリングの際に公共下

水道事業及び農業集落排水事業の資本費平準下

債5,000万円を起債することとし、交付税措置

分2,500万円を先送りにしたことが影響したも

のだというふうに聞いております。 

 また、平成13年度から17年度までの行財政改

革の 大の目標は、議員と同様に15年度及び16

年度の公債費のピークを乗り切ることであった

と認識しておりますし、市民の皆様初め関係機

関のご協力などにより赤字を出すことなく、こ

の２年間を乗り切ることはできましたが、この

間の三位一体改革の影響などにより、ご指摘の

とおり、この行財政改革によって財政状況その

ものが改善されたとは思っておりません。ただ、

平成18年度の当初予算編成の時点では、目黒前

市長は、 悪の場合は、結果的にその状況にな

っておりますけども、財政調整基金取り崩し等

も想定したのではないかと感じております。 

 今後は、財政健全化法の施行などにより、よ

り一層の財政健全化が求められることになった

ことなどもあり、歳入の見込みを的確に行い、

歳入総額に見合った予算編成に努めなければな

らないというふうに考えております。 

 次に、繰越金の取り扱いでございますが、ご

指摘のとおり、平成18年度一般会計決算の実質

収支は１億5,826万8,000円余りで、このうち今

年度の一般会計補正予算第４号までで既に459

万2,000円が予算に計上されておりまして、差

し引き１億5,367万6,000円が留保されていると

いうことでございます。この剰余金は今後の補

正財源の一部として使わなければならないもの

でありまして、今後の補正予算の規模にもより

ますが、６月の定例会でもお答えしていますと

おり、現在歳入予算に計上されている特定目的

基金の繰りかえ使用を可能な限り抑制して、そ

の代替財源にしたいと考えております。したが
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って、残念ながら地方財政法第７条に規定され

ております財政調整基金への積み立ては現時点

では考えていないということであります。 

 次に、交付税制度を本来の目的に戻すことこ

そ大事と思うが、市の対応はということでござ

いますけども、まず地方交付税制度の目的は、

地方団体の自主性を損なわずに、その財源の均

衡を図り、交付基準の設定を通じて地方行政の

計画的な運営を保証することにより地方自治の

本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立

性を強化することとされておりますことはご指

摘のとおりでございます。また、地方交付税は

財源調整機能、これは地方団体間における財政

力の格差を解消するため地方交付税の適正な配

分を通じて地方公共団体相互間の過不足を調整

し均衡を図るというものでございますが、これ

と財政保障機能、これはマクロといたしまして、

地方交付税の総額を国税五税の一定割合として

法定化することにより、地方の財源を総額とし

て保障するということ、ミクロの部分では、基

準財政需要額、基準財政収入額という基準の設

定を通じて、どの地方団体に対しても行政の計

画的な運営が可能となるように必要な財源を保

障するものでございますが、これを有するとさ

れております。このうち特に財源保障機能につ

いては、小泉内閣の三位一体改革以降、地方交

付税の法定率は堅持されているというものの、

毎年度地方交付税の総額が削減されていること

により低下傾向にあるというふうに思われます。

本市のように財政力の低い団体は地方交付税の

削減が毎年度の予算規模の縮小に直結すること

になるため、地方交付税の削減額を行財政改革

などにより補てんしなければならないというの

が現状ではないかというふうに考えております。 

 今後ますます地方分権が拡大するということ

が予想されますが、財政に関する実需が存在す

る限り、その財源はどんな形であっても必ず必

要となるものであり、分権を進めるのであれば

単に国の財政支出を削減することではなく、国

からの財源移譲が必要不可欠であるというふう

に考えております。したがって、いろいろな機

会をとらえながら関係機関に対して、地方交付

税に限らず財源の確保に関する働きかけを行っ

ていきたいというふうに考えております。 

 次に、置賜広域行政事務組合の余熱利用施設

の建設についてお答え申し上げます。 

 まず 初に、基金取り崩し決定までの経過は

と、経緯はということでございますが、平成６

年11月４日、新ごみ処理施設建設協力依頼に対

し、高畠町の回答として、園芸またはスポーツ

用ドーム整備の希望があり、平成７年２月16日

の理事会で了承されました。その後、平成12年

２月３日の理事会で屋内スポーツドーム整備の

合意をし、基本計画策定のために基礎調査を実

施いたしました。平成13年７月30日の理事会で

施設の規模、財源等について、施設整備は地域

総合整備事業債を活用し、軟式野球ができる規

模として山形県に建設補助金の要請を行うこと

としました。しかし、国の財政事情による平成

14年度からの地域総合整備事業債の廃止に加え、

山形県も財政状況が厳しく、補助の要望にこた

えられないなどの財源的な問題から、平成14年

１月23日に屋内スポーツドームの計画は白紙に

なったというふうに聞いております。平成14年

３月25日の理事会では広域交流拠点施設として

整備する合意がなされ、平成15年１月14日に高

畠町から……。 

＋

（「市長、そこの部分はいいから」の声あり） 

○内谷重治市長 そうですか。時間の関係もあり

ますので、それでは一部割愛させていただきま

して、後年度の市町村負担についてでございま

すけども、ここも……。 

（「ふるさと基金の取り崩しについて決めた時

に何でそういうふうに決めたのか。それだけ答

えてもらえばいいです」の声あり） 

○内谷重治市長 それでは、これは平成15年の７
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月28日の理事会で広域交流拠点施設に置賜広域

ふるさと市町村圏基金を充当すべく山形県及び

総務省に事前協議を行い、平成17年度事業費に

市町が出資した総額の２分の１の額４億5,000

万円を充当することの了承を得ていると、この

考えが基本となっているということでございま

す。この後の経過については入札不調等々あっ

て、見直しをかけてるという状況でございます。 

＋ ＋

 次に、後年度負担についてございますが、具

体的には、千代田クリーンセンター建設負担割

合を適用するということがまず原則でございま

す。平等割10％、人口割10％、処理割80％とす

ることでございまして、この方針に基づきます

れば12.438％の負担率になるということでござ

います。維持管理の経費につきましては、運営

費で同じく平成14年３月25日の理事会に負担割

合を平等割10％、利用者人数割90％という合意

がなされております。そんなことで、これが今

現在、設計の業務をようやく入札を執行し、今

その業務に入っている状況でございますので、

事業費が確定してから、それ以降の維持管理費

等々について協議するということになっており

まして、現在のところ、残念ながら詳細につい

ては理事会等の議題になっておりません。 

 以上で私の説明は終わりますけども、これら

につきましては議員の方からぜひ不明な点は追

加質問でいただきたいというふうに思います。

以上でございます。 

○佐々木謙二議長 松本 弘財政課長。 

○松本 弘財政課長 ２点ほど質問いただきまし

たので、順次お答えさせていただきたいと思い

ます。 

 初に、実質公債費比率の関係でございます

が、平成18年度の実質公債費比率が18％以上の

団体につきましては公債費負担適正化計画を策

定し、その比率を18％以下に引き下げるよう制

度化されているところでございまして、本市の

場合、県の市町村課からは平成24年度までの７

カ年間で25％を下回るように指示をされている

ところでございます。平成18年度に策定いたし

ました公債費負担適正化計画では、18年度の実

質公債費比率27.7％に対しまして19年度が

26.3％、20年度が25.5％、21年度が25.4％、22

年度が25.8％、23年度が24.8％、24年度が

24.2％で、平成23年度には市町村課から指示を

されておりました25％を下回ることができる計

画になっておりました。 

 ただ、先月の全員協議会でも説明させていた

だきましたが、平成18年度の地方財政状況調査、

いわゆる決算統計でございますが、この実施に

当たりまして、実質公債費比率算定の際の分子

となる対象が拡大されたということでございま

す。具体的には、現在本市が設定している債務

負担行為のうち社会福祉法人長井福祉会に対す

るデイサービスセンターなどの建設資金元利償

還補助金、それから長井市社会福祉協議会に対

するせせらぎの家の建設資金元利償還補助金、

地場産業振興センターに対する施設整備資金の

元利償還補助金、野川土地改良区に対する土地

改良事業等市負担金のそれぞれ元金部分が新た

に対象とされたところでございます。その結果、

平成19年度の実質公債費比率は、当初計画と比

較いたしますと0.4ポイント高くなって26.7％

となったところでございます。この0.4ポイン

トの増加の要因につきましては、債務負担行為

の元金算入分、ただいま申し上げた部分でござ

いますが、この部分で0.8ポイント高くなって

おります。ただ、当初計画よりも置賜広域病院

組合に対する負担金のうち公債費算入部分とし

て認定される部分が0.3ポイント引き下げられ

たことによりまして、トータルで、その他の要

因も含めてということになりますが、0.4ポイ

ント高くなったということでございます。 

 この公債費負担適正化計画につきましては、

毎年度の実績をベースにいたしまして毎年度見

直しをしなければならないことになっておりま

―８８― 

＋



 

す。現在、今年度の見直し作業を進めていると

ころでございますが、現在の現行計画のまま推

移したといたしましても、平成24年度には県か

ら指示をされております25％を切って24.7％に

なる見込みを持っているところでございます。 

 また、あわせまして、今年度から平成21年度

までの３年間で段階的に実施される政府系資金

の保証金なしの繰り上げ償還の件でございます

が、この繰り上げ償還につきましては、財政健

全化計画や公営企業経営健全化計画を策定した

上で、国の承認が必要ということになっており

ます。この国の承認が得られなければ、本市の

場合も繰り上げ償還を行えないということにな

るわけでございますので、この承認をぜひとも

得るべく現在調整を進めているところでござい

ます。この国が承認するかどうかの判断をする

ための第１回目のヒアリングが10月中に実施さ

れることとなっているところでございます。仮

にこの繰り上げ償還の対象額全額が承認される

ものと仮定いたしますと、本市対象全会計の３

年間の繰り上げ償還総額につきましては26億

7,360万円程度になるものというふうに思って

いるところでございます。このことによるプラ

スの影響額につきましても看過できないもので

ございますので、繰り上げ償還の可否によって

は、実質公債費比率の引き下げにも大きく影響

するものだというふうに考えているところでご

ざいます。 

 それから、２つ目の当初予算で計上の関係で

ございますが、平成19年度の当初予算編成に当

たりましては、平成18年度までのそれとは違い

まして、財政調整基金であるとか特定目的基金

を含めた留保財源が枯渇状況であるということ

から、予算編成時点で19年度に実施する事務事

業として位置づけたものにつきましては原則と

して通年ベースで計上したところでございます。

ただ、担当課の要求に基づきまして削減するこ

とを目標に、ある程度不足を予測しながらも計

上したものであるとか、当初予算編成の時点で

その事業費を具体的に積算することが困難であ

ったためにやむを得ず補正で対応しなければな

らないと想定したものも一部にはございます。

例えば前者につきましては、職員の時間外勤務

手当、後者につきましては、今回補正予算第4

号に計上しておりますが、後期高齢者医療制度

の実施に係る電算システム整備関係の経費など

ということになりますが、これらにつきまして

は例外的なものであるというふうに認識をして

いるところでございます。以上です。 

○佐々木謙二議長 10番、髙橋孝夫議員。 

○１０番 髙橋孝夫議員 それぞれ答弁いただき

ましたが、時間ありませんから市長に２点だけ

お聞かせをいただきたいと思います。 

 １点は、このいわゆる地方財政法第７条で言

う繰越金の取り扱いの問題です。市長おっしゃ

るのは、特定目的基金を繰りかえ運用するとい

うことに当初したけども、そこをできるだけ少

なくしたいから決算剰余金についてはそれを充

てたいということだと思います。現時点ではそ

れは、だから地方財政法第７条で言う２分の１

相当を下回らない額を積み立てるのは無理だと

いうことだと思うんですが、それはわかるんで

すよ。ただ、私は特定目的基金のときも言いま

したけれど、３月までとにかくあるわけですね。

３月の段階で判断しなきゃならない課題だと思

います。これは決算審査意見書の重みってある

と思うんですね。額はともかくとして、姿勢と

して、私はこのことはこれから検討していかな

きゃならない課題だと思います。そこだけ考え

方をお聞かせいただきたいことが１つです。 

＋

 もう一つは、この置広余熱利用施設、私は単

に今回基金の取り崩しをするという、その規約

の変更だけ認めればいいなんていう軽いもので

はないと思ってるんですよ。広報ながいでも言

ってるように、結局建設するときにこれからど

ういうふうに維持管理経費がここにかかってと

―８９― 



 

＋

○佐々木謙二議長 次に、順位７番、議席番号５

番、谷口栄子議員。 

いうのをちゃんと見込んでいかないと大変な事

態を生むのだという指摘をしてるわけです。だ

とすると、私は単にこの規約変更を認めてほし

いと言われてもなかなか判断できないものがあ

りますということなんです。１つだけお聞きし

ますが、今回提案されていますけれど、今回議

決をしなくてももう少し先延ばしできるという

ふうに私は理解してるんですが、その判断はど

うですか。そこだけ２点についてお聞かせをい

ただいて、質問を終わります。 

  （５番谷口栄子議員登壇） 

○５番 谷口栄子議員 おはようございます。 

 ９月定例会に当たり、通告しております２点

について順次質問させていただきます。答弁は

市長、教育長、建設課長にお願いいたします。 

 台風９号が東京、首都圏を直撃し、実りの秋

を目前にした東北に北上中です。先ほど髙橋議

員からもありましたように、雨も降ってまいり

ましたが、被害の少ないことを祈るものであり

ます。 

○佐々木謙二議長 内谷市長に申し上げます。答

弁は要点をまとめて、簡潔にお願い申し上げま

す。  また、昨年９月６日、紀子様が男のお子様を

ご出産され１年となりました。悠仁様のお健や

かにご成長されているお姿をテレビで拝見し、

お喜び申し上げるものです。 

 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

＋ ＋

 まず、第１点目の財政調整基金の積み立てで

ございますが、現在の状況ではまことに厳しい

としか言いようがございませんが、なお３月の

時点で、３月の時点じゃないですね、年が明け

た状況を見ながら、やはり原則は原則として積

み立てていくのが正しい執行の仕方だと思いま

すので、なお検討してまいりたいというふうに

思います。 

 ことしの夏は40.9度の記録更新の暑さに見舞

われ、熱中症で死亡する人も出たことは大変残

念なことでした。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 １点目、子育て支援について、１つ、待機児

童途中入所の状況、取り組みについて。 

 ことし４月１日現在で保育園の入所状況は、

清水保育園、定員60人に60人、はなぞの保育園、

定員90人に97人、白ゆり保育園、定員90人に93

人、白山保育園、定員110人に121人、星の子保

育園、定員27人に28人、市外委託４人となって

います。４月１日現在で既に定員を満たしてお

り、その後、８月までの間、保育所に申し込ん

でも入れない待機児童が15人いると聞いており

ます。15人中14人がゼロ歳児で、若いお母さん

たちが子供はいつ入れるのか非常に不安を抱き

ながら子育てを行っております。「仕事が決ま

ったのだけれど子供が入所できないので仕事を

断ってしまった」とか、「来年まで入れない状

況に焦りと不安でいっぱい」と困っています。

待機児童への早期対応を考えるべきと思います

が、いかがですか。また、途中入所が全然でき

 あと２点目の件につきましては、これらにつ

いては議員おっしゃるとおりでございますが、

今の時点では建設費、あるいはその運営の仕方

については順次、順番を追って進めていきたい

とう考えで、まず建設ありきということが先行

していると私は思っております。そんな意味で、

やはり３市５町の中で進めてまいりますので、

議員のご意見なども十分に配慮して長井市とし

ての立場を申し上げてまいりたいと思います。

以上でございます。 
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